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第１章 計画の基本的事項 

1-1 計画策定の背景 

1-1-1 計画の見直しについて 

本市は、「奈良市環境基本条例」に掲げている「環境の保全と創造に関する施策を総合的

かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民の安全かつ健康で文化的な生活の確保に寄与する

こと」を目的として、平成 11年３月に「奈良市環境基本計画」（以下「環境基本計画」とい

う。）を策定しました。 

「環境基本計画」は、21世紀半ばを目指した長期的な計画ですが、時代の変化に対応した

見直しと修正を行うため、平成 22年度を目標年度としています。 

計画策定から 10年余りが経過した今、急速に進む地球温暖化＊、生物多様性＊の危機、廃棄

物＊や有害化学物質＊など環境に関する問題は、複雑化・多様化しています。それに伴い、環境関

連法令の整備や様々な主体による新たな取組も進んでいます。 

また、本市においては、平成 14 年４月に中核市＊となり、平成 17 年４月には月ヶ瀬村・

都祁村と合併し、市域が拡大しました。 

これらの状況を踏まえて、「環境基本計画」を見直し、平成 33年度までを一つのスパンと

して、短期・中期・長期に分け、将来を見据えたより実効性のある「奈良市環境基本計画（改

訂版）」（以下「環境基本計画（改訂版）」という。）を策定するものです。 

 

1-1-2 地球環境をめぐる世界の動き 

現在、地球温暖化は、世界で最も深刻な環境問題の一つです。地球レベルでの気温・海水

面の上昇による、洪水や干ばつの増加、巨大化する熱帯性低気圧などによる災害被害の激化、

猛暑などの異常気象＊が世界各地で起きていますが、大気中の温室効果ガス＊による地球温暖

化がその原因の一つと考えられています。実際、過去100年間で、世界の平均気温は約0.74℃、

日本の平均気温は約1.1℃上昇しています。 

平成19年(2007年)のＩＰＣＣ＊第４次評価報告書は、温暖化の原因が人為起源の温室効果ガス

の増加であるとほぼ断定する見解を示しています。 

地球温暖化の影響は、他にも氷河や永久凍土の縮小、生物種の減尐や地域的な作物の不作

など様々な面で指摘されています。 

このような地球規模の気候変動を深刻な問題として捉え、平成４年(1992年)６月、ブ

ラジル・リオデジャネイロで「地球サミット（環境と開発に関する国際連合会議）」が開

催され、「気候変動に関する国際連合枞組条約」が締結されました。 

平成９年(1997 年)12 月に京都で開催された「気候変動枞組条約第３回締約国会議

（COP3）」では、平成 20～24年(2008～12年)の第１約束期間における温室効果ガスの排

出を先進国全体で、平成２年(1990 年)比 5.2％削減することが義務付けられました。 

京都議定書＊は、平成 17年(2005年)２月に発効し、同年４月には、日本としての数値目標

（温室効果ガス排出量を 1990年比で６％削減）が出されました。 

その後、平成 21 年(2009 年)９月に開催された国連気候変動首脳級会合で日本は、全
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ての主要国による公平かつ実効性のある国際枞組みの構築及び意欲的な目標の合意を前

提とした上で、温室効果ガスを平成 32 年(2020 年）までに平成２年(1990 年)比 25％削

減を目指すとの中期目標を世界に表明しました。 

しかし、京都議定書の第１約束期間終了後の次期枞組みについては、先進国と途上国の間

で、温室効果ガス排出削減の行動の義務のあり方等について複雑な利害関係が見られ、平成

23 年（2011年）12月の第 17回締約国会議（COP17）において、平成 27年（2015年）までに

米中を含む全ての国が参加する新枞組みを構築することに合意し、平成 32 年（2020 年）発

効のロードマップを確認し、この間、日本は自主規制で対処することになりました。 

地球温暖化以外に地球規模で深刻化している問題としては、人間活動がもたらす野生生物

の生息・生育環境の悪化や消失、生態系＊の劣化による生物多様性の危機の問題や、大量生産・

大量消費・大量廃棄型の社会経済活動による廃棄物問題が挙げられます。このような問題は、

地球温暖化とも密接に関係しています。 

これまで人間は、生態系の一員として多くの生物と共存するとともに、食品・医薬品など

に生物を幅広く利用し、その恩恵を享受してきました。その一方で近年、生態系の破壊等に

より、生物種の大幅な減尐に対する懸念が深刻化してきています。このため、平成４年(1992

年)に開催された「地球サミット」において、「生物多様性条約（生物の多様性に関する条約）」

が採択されました。この条約では、①生物の多様性の保全、②生物資源の持続可能な利用、

③遺伝資源＊の利用から生ずる利益の公正かつ公平な配分の３点を目的としています。国連

の定めた「国際生物多様性年」である平成 22年(2010 年)、生物多様性条約第 10 回締約国会

議（COP10）が愛知県名古屋市で開催され、「遺伝資源への"アクセス"とその利用から得られ

る"利益の配分"（ABS）」に関する国際ルールを定めた「名古屋議定書」と、平成 23年(2011

年)以降の新戦略計画「愛知目標」が採択されました。そのほか、生態系保護を目的とした「ワ

シントン条約＊」や「ラムサール条約＊」などの条約が採択されています。 

廃棄物問題については、平成元年(1989年)３月、スイスのバーゼルにおいて、一定の有害

廃棄物の国境を越える移動等の規制について国際的な枞組みと手続等を規定した「バーゼル

条約（有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約）」が採択

されました。日本は、リサイクル可能な廃棄物を資源として輸出入しており、条約の手

続に従った貿易を行うことが地球規模の環境問題への積極的な国際貢献となるとの判断

の下、平成５年(1993年)９月に同条約へ加入しています。 

また、平成 14 年(2002 年)の「ヨハネスブルグサミット（持続可能な開発に関する世界首

脳会議）」において、日本は、持続可能な社会＊を実現するために世界中で人づくりに取り組

むことを提案しました。これを受けて「国連持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ＊）の 10

年」（平成 17年(2005年)～平成 26年(2014 年)）が開始され、各国政府、国際機関、ＮＧＯ、

企業等のあらゆる主体間の連携を図りながら、教育活動及び啓発活動を推進することになり

ました。国際的には、UNESCO（国連教育科学文化機関）をリード機関として、持続可能な開

発の原則、価値観、実践を、教育や学習のあらゆる側面に導入することを目指しています。 
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1-1-3 日本の動向 

国においては、平成 18年４月、“健やかで美しく豊かな環境先進国（HERB＊）”を目指すべ

き持続可能な社会の姿とする｢第３次環境基本計画｣が策定されました。「循環」「共生」「参加」

「国際的取組」を長期的な目標とし、今後の環境政策の展開方向として「環境的側面、経済

的側面、社会的側面の統合的な向上」など６つの方向が掲げられています。 

平成 19 年６月に閣議決定

された「21 世紀環境立国戦

略」では、現在の地球環境の

危機として、①地球温暖化の

危機、②資源の浪費による危

機、③生態系の危機を挙げ、

これらの危機を克服し、持続

可能な社会を構築するために

は、「低炭素社会＊」、「循環型

社会＊」、「自然共生社会＊」の

実現に向けた統合的な取組の

展開が必要であるとしていま

す。 

平成 12 年６月には循環型

社会の構築を目指して、「循環型社会形成推進基本法」が制定され、廃棄物・リサイクル政策

の基盤が確立されるとともに、「Reduce（ごみを出さない）」、「Reuse（再使用する）」、「Recycle

（再生利用する）」という３Ｒの順に処理の優先順位が明確にされました。 

自然環境・生態系の保全に関しては、平成 20 年６月に「生物多様性基本法」が制定され、

生物多様性のもたらす恵沢を次の世代に引き継いでいくため、政策の検討段階での民意の反

映や、事業計画の立案段階での事業者による環境影響評価＊の実施など、生物多様性の保全

施策に関する規定が整備され、「第三次生物多様性国家戦略（平成 19年策定）」の内容を更に

充実させた「生物多様性国家戦略 2010」が平成 22 年３月に閣議決定されました。また、同

年 10月に愛知県で「生物多様性条約第 10回締約国会議（COP10）」が開催され、愛知目標や

名古屋議定書が採択されました。 

平成 21 年４月には、環境と経済を共に向上・発展させることを目指して、｢緑の経済と社

会の変革」が公表され、さらに、平成 22年６月に閣議決定された「新成長戦略」では、経済

面からみた環境施策として、グリーン・イノベーション＊による「環境・エネルギー大国」

を目指した戦略的施策が掲げられています。 

また、国民一人ひとりの環境保全に対する意識や意欲を高め、持続可能な社会づくりにつ

なげていくことを目的として平成 15年に制定された「環境の保全のための意欲の増進及び環

境教育の推進に関する法律」は、平成 23年６月に全面改正され、「環境教育等による環境保

全の取組の促進に関する法律（環境教育等促進法）」と改められました。これにより、法の目

的として協働による取り組みの推進が追加され、基本理念として生命を尊ぶことや循環型社

会の形成などが追加されました。 
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1-1-4 ３.11東日本大震災を経験して 

平成23年３月11日、日本は未曽有の災害である東日本大震災を経験し、原子力発電所の事

故に起因する放射性物質の一般環境への漏出は収束していません。この問題は、広範囲にわ

たる規模となり、日本のみならず、世界の環境、社会、経済に甚大な被害をもたらしていま

す。 

この震災をターニングポイントに、私たちは改めて自然への畏怖を感じ、我々人類はあく

まで自然・生態系の一部であり、大きな環境の中の小さな一員であることを自覚させられる

ことになりました。現在の日本人の暮らしの在り方や生活、社会経済構造を見直し、「持続可

能な社会」を創っていくことが求められています。 

特に、これまでの物質面で豊かすぎる生活は、電気やエネルギーの過剰使用によって支え

られていたことに気付き、将来に向けた見直しの意識が高まっています。また、同時に、巨

大システムに集中させることのぜい弱性が認識され、分散型のシステムが経済的にも環境的

にも優れているという意見もあり、環境とエネルギーに関して総合的な見直しが進められよ

うとしています。この電気やエネルギーの使いすぎへの気付きを維持・発展させ、これまで

の化石燃料や原発に電力の供給を依存する社会経済構造の在り方について改めて検討し、電

気やエネルギーの需要の拡大を前提に供給を考えるのではなく、需要を抑えつつも経済の健

全性は維持しながら、供給面においては分散型で、再生可能エネルギー＊の割合を一層高め

る方向を求める気運が高まっています。 

 

1-1-5 奈良県の取組 

奈良県においては、平成 18 年３月に「奈良県環境総合計画（平成８年３月策定）」が

改訂され、環境問題や経済社会情勢の変化に対応した新たな環境づくりの指針として、

「新奈良県環境総合計画」が策定されました。さらに、平成 23年度から中間見直しを行

っています。 

平成 15 年３月には､資源循環型の社会づくりを進めるため､６Ｒ＊を基調とする｢奈良

県循環型社会構築構想｣､｢奈良県廃棄物処理計画｣が策定されたほか､平成 16 年３月には

「奈良県地域省エネルギービジョン」が策定され、エネルギー消費量の削減目標と目標

達成に向けた取組について示されました。 

また、平成 16年度からは｢産業廃棄物税｣､平成 18年度からは｢森林環境税｣が導入され､

財源面からも環境施策の推進が図られています。 

平成 17 年度に全国規模で社会問題となったアスベスト＊による健康被害に対しては、

｢アスベスト問題対策会議｣が設置され、環境・建築物・健康などの問題について､横断的

な取組が継続して行われています。 

平成 19 年３月から、二酸化炭素＊排出量の削減目標を定めて、県民・事業者・民間団

体・行政が一体となった取組が進められています。 

平成 15～19 年度には奈良県内に生息・生育する貴重な野生動植物種を選定・評価した

レッドデータブック＊の作成、平成 20 年度には「奈良県希尐野生動植物の保護に関する

条例」の制定､平成 21 年度には「奈良県希尐野生動植物の保護に関する基本方針」の策

定と、希尐な野生動植物保護に向けた一連の取組が進められています。 
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また、平成 20年度に奈良県景観条例が制定され、平成 21年度には「奈良県景観計画」

が策定されています。 

 

1-1-6 奈良市の取組 

本市においては、「環境基本計画」策定以降、「アイドリング・ストップ＊に関する条例（平

成 11年９月）」、「路上喫煙防止に関する条例（平成 20 年 12 月）」、「開発許可の基準に関する

条例（平成 17年３月）」、「なら・まほろば景観まちづくり条例（平成 21年９月奈良市都市景

観条例を改正）」等の個別条例の制定や、「一般廃棄物処理基本計画（平成 18 年３月）」、「環

境教育基本方針（平成 21 年３月）」、「緑の基本計画（平成 23 年８月）」、「景観計画（平成 22

年３月）」、｢地球温暖化対策地域実行計画（平成 23年３月）｣等の個別計画を策定して、制度

の構築や施策・事業の実施に取り組んできました。 

また、家庭ごみの再生資源分別収集については、平成４年 7月から空き缶と空き瓶をモデ

ル地区で開始し、平成９年 12月にペットボトル・飲料用紙パックを回収品目に加えて実施し

てきましたが、平成 11年３月から、全市での９種類分別収集を導入し、空き缶・ガラス瓶・

ペットボトル・飲料用紙パック及びプラスチック製容器包装についても再資源化を図ってい

ます。 

市民と市(行政)が協働で進めるまち美化活動については、平成 20年６月にアダプトプログ

ラム＊推進事業（「さわやかクリーン奈良」）を導入し、市民にとって身近な道路や河川など

の美化を進めるとともに、その活動を通して地域コミュニティの再生を図るため、美化ボラ

ンティア団体を募り、その活動を支援しています。 

また、市が管理する都市公園並びに児童遊園及びちびっこ広場を対象とした美化活動につ

いては、平成 20年度から、地域の団体に公園の美化、維持管理及び公園施設の点検等を行っ

ていただくグリーンサポート制度＊を導入しています。 

景観については、平成 22年４月から奈良市全域を「景観計画区域」として設定し、大規模

行為の事前届出制度による景観誘導を行っています。屋外広告物については、屋外広告物条

例に基づく違反広告物の抑制と同時に、「なら･まほろば景観まちづくり条例」との連携を図

ることで、奈良市の景観と調和した広告物の誘導を図っています。また、景観計画区域で、

特に重点的に景観形成に取り組む必要のある５区域を景観形成重点地区として設定し、それ

ぞれの指定方針、景観形成基準を定め、届出制度の中で景観誘導を図っています。 

地球温暖化対策については、市(行政)自らが率先して温室効果ガス削減に取り組むための

「地球温暖化対策庁内実行計画」を平成 15年３月に策定し、基準年度である平成 13年度と

比較して平成 19 年度には 4.8％の削減目標に対し、8.0％削減することができました。さら

に、平成 20年３月に｢地球温暖化対策庁内実行計画（第２次）｣を策定し、平成 18年度を基

準年度とし、新たに３％の削減目標を掲げ、なお一層の温室効果ガス削減に向けて、積極的

に取り組んでいます。 

また、環境問題に関心を持ち、自ら考え、具体的な行動を実践する人を育てる環境教育が

重要となることから、平成 21年３月に「奈良市環境教育基本方針」を策定し、歴史、文化、

自然(生物)、水、大気、廃棄物、食、エネルギー、地球環境など幅広いテーマを対象として、

市民、家庭、地域、学校、市民活動団体、事業者、観光客、市(行政)などそれぞれの主体が
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奈良市の環境キャラクター「ルリくん」 

奈良公園には 1,000 頭を超える野生のシカが暮らしていますが、そのシカの糞
ふん

をコ

ツコツ処理して土に戻してくれているのが糞
ふん

虫と呼ばれる食糞
ふん

性コガネムシの仲間

たちです。その代表が紀伊半島各地でしか見られないルリセンチコガネ（オオセンチ

コガネ（ルリ型））と呼ばれるきれいなコガネムシです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、奈良市の環境をイメージし、 

循環型社会を象徴するキャラクターとし 

て、ルリセンチコガネの「ルリくん」が 

誕生しました。 

 

 

 

 

 

          

                      

自発的に環境教育を推進するための基本的な方向性や取組を示しています。 

また、平成 20年 10 月には、地球温暖化対策の推進に関する法律第 26 条第 1項に基づき、

市民、ＮＰＯ＊、事業者、市(行政)等からなる「奈良市地球温暖化対策地域協議会」（通称：

「ならエコ・エコの和」、ＮＥＷ）を設立し、多くの主体の参画・協働による地球温暖化対策

活動を推進し、持続可能な社会への転換を目指して様々なプロジェクトを実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルリくん 
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【評価の記号について】

記号 評価点

◎ 80点以上100点以下

○ 60点以上80点未満

△ 40点以上60点未満

□ 20点以上40点未満

× 0点以上20点未満

1-1-7 これまでの環境基本計画の評価 

【評価の方法】 

 「環境基本計画」では、望ましい環境像「世界的文化遺産と歴史および豊かな自然が調和

した都市・奈良」を目指して７つの基本目標を掲げ、基本目標に沿って 32 項目の基本施策を

設定し、基本施策の中に、それらを実現するための具体的な施策として 235 項目の施策が挙

げられています。 

 計画の評価に当たっては、指標及び目標値が設定されていなかったことから、235 項目そ

れぞれについて担当課の自己評価により 11年間（平成 11年度～平成 21年度）の取組状況を

100 点満点で評価し、32項目の基本施策ごとにそれらを集計し、平均点を算出して達成状況

を平成 22年度に確認・評価しました。なお、評価点については、具体的な取組を実施してい

るものの点数として評価できない場合は、平均点の算出には加えず、一方、組織編成の見直

しなどにより担当課が明確でなく、未着手の施策については 0点として平均点の算出に加え

ました。 

 基本施策ごとの自己評価及び複数ある施策の中の代表例とその取組内容については、次表

のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

【全体的な評価】 

施策の担当課が明確な場合は、おおむね計画通りに実施できていますが、当初に指標及び

目標値が設定されていなかったことから、達成状況の評価点は担当課による自己評価となっ

ています。 

都市環境の分野においては、事業実施計画や事業認可に基づき各事業が実施されているこ

とから、評価点を事業の実施状況で判断することにより、全体的に高い評価となっています。

また、生活環境の分野についても、環境基準値設定項目に対する達成度により評価点を判断

していることから、高い評価となっています。なお、自然環境の分野については、多様な動

植物の保全に関してほとんど進んでいないことから、非常に低い評価となっています。 

 

【今後の対応・改善策】 

 今回、評価が低かった生物多様性保全に関しては、その担い手（担当部署）について早急

に検討する必要があります。 

市民、事業者等と協働した推進体制の確立・維持が重要です。また、確実な実行のために

は公平性・客観性を保った評価・見直しを行う必要があります。これらを第６章計画の推進

に反映します。 
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(1) 歴史と文化を守り育むまち 

基本施策 
行政の自

己評価 
施策の代表例 取組内容 

歴史的文化遺産
の保護 

◎ 

世界遺産の周辺において、

バス乗務員待機所設置等を

併せアイドリング・ストッ

プの実行を図ります。 

平成 12年 4月 1日「奈良市アイドリング・ストップに関する条例」を施
行し、世界遺産の周辺をアイドリング・ストップ促進重点区域に指定す

るとともに、重点区域内の観光駐車場に乗務員待機所を設置し、観光
バス等のドライバーにアイドリング・ストップの啓発・指導を行っていま
す。不用なアイドリングをする観光バス等の指導件数は、年々減尐傾

向にあります。 

歴史的景観の保
全 

△ 
奈良町都市景観形成基準及

び修理・修景基準に基づきま

ちなみ保全整備を図ります。 

江戸時代後期から昭和初期に建設された町屋による町並みの保存を
目的として、都市景観形成地区建造物保存整備費補助金事業を行っ

ています。 

伝統文化・技術
の保全と発信 

◎ 
後継者育成セミナー、各種研

修事業の実施、異業種交流や

商人塾の充実を図ります。 

奈良伝統工芸の後継者を育成・支援し、その技術・技法を後世に伝

承するため、平成 18年 3月に奈良伝統工芸後継者育成研修実施要
綱を制定し、平成 18年度から奈良伝統工芸後継者育成研修を始め
ています。 

環境にやさしい
観光の推進 

□ 
環境定期券の導入を検討す

るなど、マイカー乗り入れ

抑制の推進を図ります。 

平成 11年度から、春・秋の行楽シーズン中の日・祝日に、市役所駐
車場を無料開放し、路線バスや無料のレンタサイクルを利用してもらう
パークアンドライドを実施しています。平成 22年度からは実施日を拡

充し、土曜日にも開設しています。今後も引き続き、渋滞緩和策及び
地球環境にやさしい交通手段の利用促進を図るため、さらに、奈良の
観光をより快適に魅力あるものにするために、継続して実施します。 

歴史資源を活
い

か

し、ふれあい、楽

しむまちづくり 

□ 

歴史資源を活
い

かした名所の

あるまちづくりを進めます。 

「ならまち」のブランド化計画により、奈良町の伝統的な町並みや、伝
統産業、伝統行事等の保存と活用を推進しました。また、「柳生の里」

観光まちづくり、「山の辺の道・奈良道」の活性化事業として、地元住
民との協働により取り組んでいます。 

大極殿の復元整備等古代都城

文化を体験的に理解できる場

づくりの推進を図ります。 

平成 13年度から大極殿復元事業が進められ、平城遷都 1300年祭の
開催に合わせて、平成 21年度に第一次大極殿の復原が完成しまし
た。一方、平成 20年度から「国営飛鳥・平城宮跡歴史公園 平城宮

跡区域 基本計画」に基づき、国・県・市の三者が協力して、平城宮
跡とその周辺の本格的整備事業に着手しています。 

(2) 自然や生き物を大切にするまち 

基本施策 
行政の自

己評価 
施策の代表例 取組内容 

森林・農地・水辺
における自然環
境の保全と創造 

△ 

森林の持つ多様な機能を保

全するため、間伐や林道網
の整備を図り、健全な森林
の保全に努めます。 

森林総合保育事業により間伐や作業道の整備を行っています。同種
の事業は国や県においても補助金の交付等として実施されており、そ
れらを活用しつつ、より木目細かい施業を行い、また、森林法に基づ

く奈良市森林整備計画に沿って適切な目標を設定して明確な施業を
行っていく必要があります。 

農業体験、交流を通じた自

然環境保全意識の啓発を図
ります。 

地域間交流事業として、ロマントピア月ヶ瀬において、茶摘み、梅の実

採り、餅つき、こんにゃく作りなどを実施しています。今後も自然の中
での体験を継続して実施していきます。 

すぐれた自然景
観の保全と創造 

□ 
自然の音、風景、奈良らし
さなど、自然百選の選定を
検討します。 

世界に誇る文化遺産の宝庫であり、日本の伝統文化が息づく街であ
る美しい奈良の再発見と芸術文化の振興のために、「奈良百景」を選
定し、日本画や洋画として奈良を紹介しています。選定に際しては、

市民アンケートにより「私の好きな奈良」として選んでいただいたもの
を、日本画や洋画の専門家に作成を依頼し、美術館での「奈良百景
展」などにより紹介をしています。 

歴史環境保全と
の有機的連携の
確保 

△ 

歴史的風土保存区域及び風
致地区内の恵まれた自然を
守るため、緑地環境の保全

を図ります。 

古都保存法では現状保存、風致地区条例では緑地率の規制により、

緑地環境の保全を図っています。地区内のパトロールを強化し、違反
建築物の是正指導を行うことにより緑地環境の保全を図っていきます。  

多様な動植物の
保全 × 

リバーウオッチング、自然
観察会などの開催により動

植物への保護意識の啓発を
推進します。 

小学生を対象にした「リバーウォッチング」や「こども自然探検隊」を開

催し、川に住む水生生物の観察を通じて、河川の汚れ具合を調べ、
生活排水対策等の水質保全意識の高揚を図っています。今後は、子
ども対象の自然観察だけでなく、指導者を養成する分野にも取り組ん

でいく必要があります。 

ペット等の野生化による在
来種・希尐種への被害を防
止します。 

野生化したアライグマによる農作物の被害、市街地や寺社仏閣、学校
等への出没による影響などを防止するため、平成 16年度から鳥獣保

護法に基づき、猟友会に駆除を依頼しています。捕獲数は、平成 19
年度から増え始め、平成 22年度には急激に増加しました。平成 22年
10月「奈良市アライグマ防除実施計画」の策定により、市が捕獲・処

分等及び移動することができるようになったことから、今後も計画的な
捕獲を進めていきます。 
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(3) 安全で快適な都市環境をつくるまち 

基本施策 
行政の自

己評価 
施策の代表例 取組内容 

安全にすごせる
まちづくり 

○ 

多様化する自然災害、人為

的災害の発生の未然防止に

努めます。 

平成 19年度に県が作成した浸水想定区域図を基に奈良市洪水ハザ
ードマップを作成し、平成 20年度には全戸配布を行い、市民の防災
意識高揚を図りました。また、気象注警報、土砂災害警戒情報、地震

情報、国民保護情報等の情報収集に当たり、防災危機管理情報シス
テム、緊急情報ネットワークシステム及び安否情報システムなどを導
入し、情報収集能力を高めました。 

総合治水対策計画の推進な

どにより、水害防止や治水

事業を促進します。 

総合排水対策として、平成 11年・12年の浸水被害箇所について、年
次的に浸水対策工事を実施しています。浸水対策対象箇所 126箇所

中、平成 22年度末で 90箇所実施済みです。 

快適に暮らせる
まちづくり 

○ 

良好な市街地の形成を図る

ため、道路・公園・下水道等

都市基盤の整備を推進しま

す。 

公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画
整理事業を実施し、道路・公園・下水道等の都市基盤の整備を推進

しています。 
現在、市施行により、近鉄西大寺駅南土地区画整理事業及びＪＲ奈良
駅南特定土地区画整理事業、また、個人施行により、あやめ池土地

区画整理事業及び登美ヶ丘 11次 2期住宅地（2工区）土地区画整理
事業が行われています。 

歩いて楽しいま
ちづくり 

○ 

自動車利用の自粛の呼びか

け、迷惑駐車や放置自転車

の追放の啓発を行います。 

交通安全指導員による違法駐車等防止活動や駅前周辺の放置自転
車等の移動、指導啓発事業を行っています。放置自転車は、年々減

尐傾向にありますが、それでも跡を絶ちません。今後は放置自転車ゼ
ロを目指して、放置自転車の多いポイントの重点的な移動と指導を行
うとともに、市民からの情報提供に対応した移動も実施します。また、

駐輪場の新規確保を含め長期的な視点で継続実施していきます。 

路上の不法占拠有物撤廃を

促進します。 

違反広告物のパトロール及び除去を行っていただくボランティア団体
「違反広告物を出さない街づくり推進団体（愛称：古都奈良・美守り
隊）」を平成 16年度に設置し、平成 22年度には 19団体 116名の方

に活動をしていただいています。今後も積極的な広報を行い、ボラン
ティア数の増加を図るとともに、市民の方々と一体となった除却活動を
続けることにより、簡易違反広告物のない美しいまちを目指します。 

都市景観の保全 ◎ 

奈良市都市景観条例に基づ

き策定した都市景観形成基

本計画により、都市景観の

保全を進めます。又地区計

画等の法規制の活用により

景観整備の推進を図りま

す。 

平成 22年 4月 1日から景観法に基づく「奈良市景観計画」を施行し、
景観の保全を進めています。また、それに伴い｢奈良市都市景観条

例」を「なら・まほろば景観まちづくり条例」と改め、届出制度を設けて
います。中でも沿道景観や歴史的景観については、重点的な景観誘
導を図っています。 

また、地区計画においては、建築物等の形態又は意匠の制限を設
け、奈良市景観計画で定めたガイドラインに適合した建築物等の形態
意匠を誘導することにより、地域の景観特性に即した景観づくりを進

めています。 

公共空間、特に街路上の駐

輪・看板などのはみ出しを

防止し、良好な景観形成へ

の誘導・促進に努めます。

また美しいまちなみ景観の

ための電線類の地中化を促

進します。 

公共空間、特に街路上の駐輪・看板などのはみ出し防止について、
啓発活動や撤去等を行っています。 
また、電線類の地中化については、西の京周辺地区及び興福寺周辺

鶴福院町において実施完了し、都市計画道路（三条線・大宮三条本
町線）についても実施しています。 

身 近 な 緑 や 公
園、川や池の水
辺整備の推進 

□ 

生産緑地地区を保全し、市

街地内の身近な緑を確保し

ます。 

交換分合＊による生産緑地地区の指定面積減尐を防止し、市街地内
の緑を確保しています。 

快適で緑豊かな住みよいま

ちづくりのための都市公園

を整備します。 

市民に憩いの場を提供するため、緑豊かな住みよいまちづくりに向け
た計画的な都市公園の整備を行っています。鴻ノ池運動公園におい
ては平成 25年度完成の計画を進めています。（仮称）菅原公園につ

いては、平成 23年度から供用開始の予定です。月ヶ瀬梅公園につい
ては、平成 23年度から施設整備を行い、平成 24年度から供用開始
する予定です。 
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(4) 健康に暮らせる生活環境を守るまち 

基本施策 
行政の自

己評価 
施策の代表例 取組内容 

大気環境の保全 ○ 
大気環境の監視、観測を推

進します。 

一般環境大気汚染測定局 4局による常時監視及び簡易測定法による
定点調査を行っています。平成 22年度の 4局における二酸化硫黄、
二酸化窒素、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質は環境基準を達成して

いますが、光化学オキシダントは未達成です。 

音環境等の保全 ○ 
立入り検査の実施、規制基

準の遵守等、監視・指導を

推進します。 

騒音規制法の届出に基づく工場・事業場等への立入調査を実施し、
規制基準の順守の監視及び指導を行っています。 

水環境の保全 ○ 
水道水源の定期監視の強

化と市民活動による実践

を行います。 

水源河川の定期試験を毎月実施するとともに、布目・白砂川水質協議

会による流域パトロール及び流域内ゴルフ場に対する農薬・肥料等の
適正使用を要請することにより、水道水源の監視を行っています。ま
た、毎年水道週間に合わせて水源河川である白砂川のクリーンキャン

ペーン（河川清掃）を行っています。 

多様な化学物質
による健康への
影響の防止 

◎ 
有害大気汚染物質の測定

を推進します。 

ダイオキシン類、ベンゼン等の有害大気汚染物質等の常時監視を市

内 2か所で行っています。有害大気汚染物質については、優先取組
物質 22項目のうち、本市では 18項目測定を実施し、環境基準値及び
指針値が設定されている項目は全て基準値及び指針値を下回ってい

ます。 

土壌環境の保全 ◎ 
地下水や土壌などの化学

物質による汚染の実態把

握に努めます。 

水質汚濁防止法に基づく県の地下水質測定計画により、市内の井戸
約 30地点のうち毎年約 10地点ずつ水質調査を行い、地下水の常時

監視を実施しています。全ての地点で環境基準を達成しています。 

(5) 資源の循環的利用を図るまち 

基本施策 
行政の自

己評価 
施策の代表例 取組内容 

廃棄物の発生抑
制 

□ 

家庭用生ごみ堆肥化容器及

び密閉容器購入者へ助成金

を交付し、生ごみの減量化

に努めます。 

家庭内から出る生ごみの自家処理を促進し、ごみの減量化を推進す
るため、生ごみ処理機及び生ごみ堆肥化容器の購入助成を実施して

います。ごみの排出量は、年々減尐しています。 

適正なリサイク
ルの推進 

□ 
再資源化原料を使用した商

品の積極的な購入・使用を

促進します。 

ごみゼロフェスティバルや環境フェスティバルなどのイベントを通じて、

再生使用可能な飲料容器の利用、再生品の使用など、市民への啓
発を進めています。 
また、市としては平成 12年度に環境庁よりグリーン購入法が公布され

たことを受け、環境に配慮した商品の購入を始め、平成 20年度の奈
良市グリーン購入基本方針の施行により、適合商品の購入は年々増
加の傾向にあります。さらに、平成 22年度からは事務机・椅子につい

ても、環境に配慮したものを導入しています。 

廃棄物の適正な
処理 

□ 
廃棄物の不法投棄防止(パ

トロール）に努めます。 

一般廃棄物については、パトロールを行うとともに、不法投棄防止看

板の各自治会配付及び不法投棄が継続的に多発する場所への警告
センサーの増設などの防止対策を実施しています。 
産業廃棄物については、適正処理の推進、不適正処理の未然防止

や早期発見を目的とした監視パトロールを市内全域において実施し
ています。より広範囲で綿密な対応をするため、市民との協働等で通
報体制の拡充及び未解決不法投棄事案の早期解決を目指しています。 

有効利用を進め
るまちづくり 

△ 

下水処理の再生水利用や再

生水循環システムの導入の

検討など、水の再利用の促

進に努めます。 

平城浄化センター敷地内に設置している公園内に再生水循環システ

ムによる清流を利用したせせらぎの川や、植栽をしたことで地域住民
の憩いの場として親しまれています。 

雤水浸透施設の整備の促進

を図ります。 

保水機能の維持向上を図るため、既存のため池や学校を利用し、流

域貯留浸透事業を実施しています。 

エネルギーの有
効利用 

△ 
ライトアップの見直しなど

夜間照明の見直しを行いま

す。 

ライトアップ事業は、奈良県が昭和 63年から実施し、燈花会や万燈籠

の期間中には夜の観光客数が増加するなど、奈良の観光にとって価
値あるものとなっていますが、平成 15年から環境省が提唱している
「CO２削減/ライトダウンキャンペーン」や「七夕ライトダウン」への参加

によりライトアップ施設の消灯・減灯を実施し、CO２の削減に努めてい
ます。 

自然エネルギー
等の利用 

□ 
公共施設等の建設に際し

て、太陽エネルギーの利用

をはかります。 

公共施設等の建設に際して建築物の規模を勘案し、太陽光発電シス
テムを導入し、エネルギーの利用を図っています。平成22年度現在、

椿井小学校、済美小学校、中央消防署、都祁行政センター、認定こ
ども園都祁保育園に設置し、平成 23年度には保健所等複合施設、
南福祉センター、月ヶ瀬温泉、富雄第三小中学校、水道局に導入予

定です。 
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(6) すべての主体の参加と連携を図るまち 

基本施策 
行政の自

己評価 
施策の代表例 取組内容 

環境教育と環境
学習の充実 

○ 

小学校カリキュラムの充実

や副読本の配布を行いま

す。 

小学校4年生社会科用副読本「くらしとごみ」を作成し、配布しています。 
また、昭和 55年度から平成 19年度まで、小学校理科（環境教育）副
読本「奈良と自然」の配布を実施しました。平成 20年度からは持続発

展教育（ＥＳＤ）の学習モデルを掲載した世界遺産学習副読本「奈良
大好き世界遺産学習」を作成し、配布しています。さらに、平成 21年
度には、世界遺産学習副読本「奈良大好き世界遺産学習」の改訂を

行うとともに、教師用指導書を作成し、配布しました。 

奈良の歴史遺産や伝統行

事、自然環境を題材とした

環境教育を通し、身近な環

境を生きた教材として認識

を深めます。新しい環境教

育の研究や活用を促進しま

す。 

各公民館施設においては、歴史遺産や伝統行事・文化、自然環境等

を題材とし、毎年、事業を企画・実施して取り組んでいます。 
学校においては、平成13年度から市立小学校5年生児童が、現地見
学を中心とした世界遺産学習を行ってきました。また、平成 19年度か

らは、世界遺産学習のテーマを「世界遺産からＥＳＤへ」に改善し、全
市立小中学校で取り組んでいます。さらに、平成 21年度からは、対象
者を幼稚園から高等学校へと拡大し、子どもの発達段階に即した世

界遺産学習に取り組むようになり、奈良市の豊かな自然環境に対する
子どもたちの関心は高まっています。 

環 境 情 報 の 収
集・提供 

◎ 

環境観測データ、環境に関

する資料の一元的管理によ

る的確な情報の提供に努め

ます。 

毎年度、環境の現況をまとめた「奈良市の環境」を作成し、ホームペ

ージで公表しています。今後は、子ども向けの環境情報の発信などに
ついても、検討していく必要があります。 

市民・事業者・観
光客等の環境保
全活動への支援 

△ 

（仮称）奈良市環境施策推

進協議会を設置し、市民・

事業者・観光客等及び市が

一体となって環境の保全と

創造のための行動に取り組

むよう努めます。 

平成 20年 10月 26日に市民・ＮＰＯ・事業者・行政などから成る「奈良

市地球温暖化対策地域協議会」（通称：「ならエコ・エコの和」、ＮＥＷ）
が設立され、あらゆる主体が対等な立場で協議し、パートナーシップ
により地球温暖化対策等の活動を推進し、環境（エコロジー）も経済

（エコノミー）も持続可能な社会を目指しています。 

(7) 地球環境を考えて、世界の人々と手を結ぶまち 

基本施策 
行政の自

己評価 
施策の代表例 取組内容 

地球環境保全行
動の推進 

◎ 
地球温暖化防止のための実

行計画を策定し、実施しま

す。 

市自らが事務・事業を行うに際しての「奈良市地球温暖化対策庁内実
行計画」を平成 15年 3月に策定し、温室効果ガスの削減に向けて積
極的に取り組み、基準年度である平成 13年度と比較して、平成１9年

度には 8.0%削減（削減目標 4.8%）することができました。さらに、平成
20年 3月には、平成 18年度を基準年度とし、新たに 3%の削減目標を
掲げた第 2次計画を策定し、なお一層温室効果ガスの削減に向けて

取り組んでいます。 
また、市域の温室効果ガス排出量の削減を図る「奈良市地球温暖化
対策地域実行計画」を平成 22年度末に策定しました。 

地球にやさしい
暮らしの推進 

△ 
日々のくらしの中で、マイ

カー利用を控える等啓発を

進めます。 

地球温暖化防止のため、公共交通利用促進やエコドライブの推進な
どの啓発を実施し、毎月20日のならマイカーひとやすみデーには、車

通勤の市職員に対してマイカーの利用を控えるよう取り組んでいます。 
また、地球温暖化対策地域協議会の交通プロジェクトにおいては、マ
イカーから公共交通への転換を目指した活動を進めています。 

奈良市から世界
へ向けた率先行
動の推進 

◎ 
世界的な文化遺産や伝統を

内外にアピール。 

木造世界遺産を紹介するための海外フォーラムの開催、パンフレット
制作等により、世界遺産の保存を世界に発信しました。また、平成 22
年度には世界遺産都市・奈良を世界に発信するため、「第 12回世界

歴史都市会議」を本市で開催しました。 
アジア・ユネスコ文化センター（ACCU）が行う世界遺産保護のための諸
事業への支援を行い、これまでにアジア太平洋地域の 20か国以上の

国が参加し、遺産保護技術等の研修や地元高校生との交流を深める
などして奈良の文化遺産をアピールしています。また、市民対象の講
座・見学会等も多くの参加者を得て開催し、「古都奈良の文化財」や

無形文化遺産「題目立」のパンフレットを作成し、配布しています。 

世界の都市、世
界の人々との協
力・連携の推進 

△ 
国際文化観光都市にふさわ

しい文化交流事業を通じて、

世界との連携を図ります。 

文化交流事業を実施し、市民訪問団の派遣、海外からの訪問団受入

れ、コンサート、展覧会等を行い、友好・姉妹都市を中心とした世界の
都市との連携を図っています。 
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奈良市第４次総合計画 

（平成 23年６月策定） 

前期基本計画 

（平成 23～27年度） 

       尐子化対策 

 重点戦略  環境 

       観光 

奈良市環境基本計画（改訂版） 

（平成 24年３月改訂） 

【関連諸計画】 

 ○安心安全まちづくり計画 

 ○一般廃棄物処理基本計画 

 ○地球温暖化対策地域実行計画 

 ○環境教育基本方針 

○観光交流推進計画 

 ○都市計画マスタープラン 

 ○景観計画 

 ○中心市街地公共交通総合連携計画 

 ○地域防災計画  等 

【国】 

環境基本法 

第３次環境基本計画 

奈良市環境基本条例 
（平成 11年３月制定） 

（平成 24年３月一部改正） 

【奈良県】 

環境基本条例 

奈良県環境総合計画 

国・県との連携 

基本構想：（将来像） 

市民が育む世界の古都奈良 

連携 

1-2 計画の位置付け 

 「環境基本計画（改訂版）」は、奈良市環境基本条例第９条に基づいて定めるもので、奈良

市第４次総合計画を環境面から総合的・体系的に推進し、環境の保全と創造に関する各分野

の施策、事業の基本となるものです。 

 また、個別の関連諸計画と整合・連携した計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 計画の対象 

1-3-1 計画の主体 

「市民」※、「事業者」、「市(行政)」を主体として、その役割と行動を示します。 

 
※「市民」には奈良市に住む人・働く人・学ぶ人、観光客、ＮＰＯ、市民団体等を含む（以下同じ）。 

 

1-3-2 対象とする地域 

 奈良市全域とし、広域的な対応が必要な事項については、国･県や近隣自治体と協力体制を

図ります。 
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1999年３月 
（平成 11 年３月） 

2012年度 
（平成 24年度） 

2021年度 
（平成 33年度） 

環   境   基   本   計   画 

 

策定 見直し 

環境基本計画（改訂版） 

21 

世 

紀 

半 

ば 

を 

展 

望 

展
望 

見直し 見直し 

1-3-3 環境の範囲 

私たちを取り巻く環境は、本市固有の環境から広域的な環境、さらに、地球温暖化問題を

始めとした地球環境まで幅広く、それぞれが複雑に関連していることから、「環境基本計画（改

訂版）」で対象とする環境の範囲を以下のように分類します。 

ただし、それぞれの環境に含まれる環境要素については、これを限定的に捉えるのではな

く、また、新たな環境要素が生じた場合には適切に対応することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 計画の期間 

 「環境基本計画（改訂版）」の期間は、平成 24年度(2012年度) から平成 33 年度(2021 年

度) までとし、３～５年サイクルで見直すこととしますが、国の環境政策の動向、社会経済

情勢に変化があった場合には随時見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

自然・歴史環境 

生態系 
生物多様性 

森林 
里地・里山＊ 
歴史・文化財 

歴史景観 
など 

 

生活環境 

大気 水質 
騒音・振動 
悪臭 土壌 
有害化学物質 
放射性物質 
廃棄物 
資源循環 
３Ｒ 
など 

都市環境 

都市景観 
公園・緑地 

水辺 
歩行者空間 

交通 
など 

地球環境 

地球温暖化 
オゾン層破壊 
酸性雨 
エネルギー 
など 

 

環境教育 
 

参画・協働の仕組みづくり 
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1-5 計画の策定に当たって 

「環境基本計画」は、市(行政)だけでなく、市民や事業者の環境保全に関する行動の指針

ともなる重要な計画です。そこで、今回の計画見直しに当たっては、計画の主体である市民、

事業者、市(行政)の協働による計画策定を実現するため、奈良市環境基本計画市民ワークシ

ョップを設置しました。市民ワークショップは、一般公募による市民、事業者代表、奈良市

地球温暖化対策地域協議会の会員で構成され、平成 22～23 年度にかけて、市(行政)と共に計

画素案全般にわたって検討を重ねました。 

■計画策定のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 計画の推進と見直し 

今回の改訂では、計画の着実な推進を図るため、ＰＤＣＡサイクル＊による進行管理を重

要としています。そのために市民、事業者、市(行政)の協働による（仮称）環境基本計画推

進会議に奈良市環境審議会も加わり、計画の実施点検、そして施策や目標値等の見直しを毎

年行っていきます。 

 

 

 

協働 

市民ワークショップ 

地球温暖化対策 
分科会 

自然・歴史分科会 

生活環境分科会 

都市環境分科会 

環境教育分科会 

関係各課 

事務局 

環境政策課 

調整 

市(行政) 

計画の策定 

ヒアリング 

調整 

協働 

奈良市環境審議会  

答申 諮問 

市 民 

事業者 

アンケート回答 

アンケート調査
実子 

 

 

 

パブリックコメント
への意見・提案 

パブリックコメント＊

の実施 
 
 

 

奈良市環境基本計画
計画の策定・改訂

（仮称）環境基本計画推進会議

奈良市
環境審議会

事業者市民

市（行政）

望ましい環境像へ
計画に基づいて

計画の推進

歴史と自然に恵まれ、歴史と自然に恵まれ、
環境と対話する環境と対話する

安全・安心なまち・奈良安全・安心なまち・奈良

奈良市環境基本計画
計画の策定・改訂

奈良市環境基本計画
計画の策定・改訂

（仮称）環境基本計画推進会議（仮称）環境基本計画推進会議

奈良市
環境審議会

奈良市
環境審議会

事業者事業者市民市民

市（行政）市（行政）

望ましい環境像へ
計画に基づいて

計画の推進

歴史と自然に恵まれ、歴史と自然に恵まれ、
環境と対話する環境と対話する

安全・安心なまち・奈良安全・安心なまち・奈良

・点検･評価 
結果の公表 

･施策･事業･ 
指標･目標値 
の見直し 

･施策･事業
の実施 


